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第12 章 付録 

12-1 ◆用語解説 

か行 

■改良住宅 
住宅地区改良法により建設された地方公

共団体の賃貸住宅。特定の住宅を地方自

治体が買取り、新たな住宅に建て替えたの

ちに元の住人に低額にて貸与する。 

■公営住宅 
公営住宅法の規定による国の補助によっ

て、地方公共団体が建設･買取りまたは借

上げを行う、住宅に困っている低額所得者

のための賃貸住宅。民間賃貸住宅とは異な

り、入居者資格や制限が定められている。 

■高齢者向け優良賃貸住宅 
民間事業者、社会福祉法人、ＵＲ都市機

構等が供給する、高齢者の身体特性に配

慮した仕様を備え、緊急通報サービス等が

利用可能な高齢者向けの賃貸住宅。 

さ行 

■サービス付き高齢者向け住宅 
高齢者住まい法の基準により登録され、

介護・医療と連携し、高齢者の安心を支える

サービスを提供するバリアフリー構造の住宅。

権利関係は賃貸借方式が一般的。サ付き

住宅。 

■最低居住面積水準 
世帯人数に応じて、健康で文化的な住生

活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面

積について、住生活基本計画（全国計画）

で示される水準。 

単身者の場合は 25 ㎡、2 人以上の世帯

は 10 ㎡×世帯人数＋10 ㎡で算定される

（10歳未満人員や 5人以上世帯においては

面積控除あり）。 

■指定管理者制度 
地方公共団体が住民の福祉を増進する

目的で設置した公の施設の管理運営を、地

方公共団体が指定した民間事業者を含む

法人・団体に代行させる制度。 

■住生活基本計画 
住民の住生活の安定の確保および向上

の促進に関する基本的な計画。住生活基本

法では、国・都道府県の計画策定を義務づ

けている。 

■住生活基本法 
住生活の安定の確保及び向上の促進に

関する基本理念、基本的施策、住生活基本

計画、その他の基本となる事項を定め、住

生活の安定の確保及び向上の促進に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進し、住生

活の安定向上と社会福祉の増進を図るとと

もに、国民経済の健全な発展に寄与するこ

とを目的とした法律。 

■住宅確保要配慮者 
低額所得者、被災者、高齢者、障害のあ

る人、子どもを育成する家庭等住宅の確保

に特に配慮を必要とする者。 

■住宅ストック 
一定期間に供給される新規住宅（フロー）

に対し、ある時点において存在する既存住

宅又はその総体。 

■住宅セーフティネット 
住宅政策においては、自力で適正な水準

の住宅を確保できない者に対して、行政が

直接関与し、健康で文化的な生活を保障し

ていくという意味。 

■新耐震基準 
建築物の設計において適用される地震に

耐えることのできる構造の基準で、昭和 56

年 6月 1日以降の建築確認において適用さ

れる基準のこと。震度 6強～7程度の揺れで

も倒壊しないような構造基準として設定され

ている。 

■生活利便施設 
居住者の日常生活上の利便に供せられ

る施設のことで、各種の店舗、診療所、集会

所、遊び場などのことをいう。 
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■政令月収 
公営住宅法施行令第１条第３号の規定に

基づき、年間粗収入から給与所得控除・配

偶者控除・扶養親族控除等を行ったうえで

月収換算することにより算定したものをいう。 

た行 

■耐震改修 
地震に対する安全性の向上を目的として、

増築、改築、修繕若しくは模様替え又は敷

地の整備をすること。 

■耐震診断 
地震に対する安全性を評価すること。 

■地域コミュニティ 
地域住民が生活している場所、住民相互

の交流が行われている地域社会、あるいは

そのような住民の集団。 

■中堅所得者 
公営住宅の収入基準を超える世帯。 

■長寿命化 
寿命がのびる、あるいは寿命をのばすこと。

公営住宅においては建設後の活用期間中

に適切な維持管理・グレードアップ改善工

事等を実施することにより、設計時点で想定

した年数よりも長く活用できるようにすること

をさす。 

■陳腐化 
経済的または機能的な意味における市場

価値の低下。使用や経年だけでなく競合製

品・サービス等による相対的な価値低下も

含む。 

■特定優良賃貸住宅 
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関す

る法律により、民間の土地所有者などによる

賃貸住宅の供給について、建設助成、家賃

減額助成などを受けた住宅。特優賃。 

■都市計画区域 
都市計画制度上の都市の範囲で、自然

的・社会的条件、人口、産業、土地利用、交

通量等の現況とその推移を考慮して、一体

の都市として総合的に整備し、開発及び保

全する必要のある区域。 

■土砂災害警戒区域 
土砂災害が発生した場合、住民の生命ま

たは身体に危害をおよぼすおそれがあると

認められる土地の区域で、警戒避難体制を

特に整備するとともに、一定の開発行為の

制限や居室を有する建築物の構造が規制

される区域。 

は行 

■バリアフリー 
生活環境において障害のある人にとって

障壁のない状態。物的環境整備の条件を表

す概念として用いることが多い。 

■法定耐用年数 
建物の構造別に定められた税法上の償

却期間で、民間住宅では鉄筋コンクリート造

が 47年、木造住宅が 22年。公営住宅では

鉄筋コンクリート造が 70 年、準耐火造 2 階

建が 45 年、準耐火造平屋建および木造が

30年と定められている。 

ま行 

■復興住宅 
被災者向けに被災自治体が設ける公営

住宅。 

や行 

■家賃負担限度率 
生活を営む上で家賃として負担できる金

額の収入に対する割合。第七期住宅建設

五箇年計画の検討部会においては以下の

値が示されている。 

世帯

人数 

収入分位 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

1人 19.0% 20.5% 21.0% 21.0% 21.0% 

2人 18.5% 20.5% 21.0% 21.0% 21.0% 

3人 16.5% 19.5% 21.5% 22.0% 22.0% 

4人 15.0% 18.0% 20.5% 21.0% 21.0% 

5人 14.0% 18.0% 20.5% 21.0% 21.0% 

6人 14.0% 18.0% 20.5% 21.0% 21.0%  
■誘導居住面積水準 
世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現

の前提として多様なライフスタイルに対応す

るために必要と考えられる住宅の面積につ

いて、住生活基本計画（全国計画）で示され

る水準。都市の郊外および都市部以外の一

般地域における戸建住宅居住を想定した

「一般型誘導居住面積水準」と、都市の中

心およびその周辺における共同住宅居住を

想定した「都市居住型誘導居住面積水準」

からなる。 

都市居住型の場合、単身者は 40㎡、2人

以上世帯では 20 ㎡×世帯人数＋15 ㎡で

算定される（10歳未満人員や 5人以上世帯

においては面積控除あり）。 
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■用途地域 
都市計画の地域地区のうち最も基礎的な

制度で、住環境の保護と機能的な都市活動

を確保するため、都市全体の土地利用の枠

組みを定めるもの。住居、商業、工業などそ

れぞれの目的に応じて 12種類ある。 

ら行 

■ライフサイクルコスト 
製品や構造物などの費用を、調達・製造

から使用、廃棄の段階をトータルして考えた

もの。 

■リノベーション 
既存の建物に改修工事を行い、用途や

機能を変更して性能を向上させたり資産価

値を高めたりすること。 

■リフォーム 
改装や増築のこと。間取りの変更や模様

替えも含めていうこともある。 

■老朽化 
建物の経年劣化によって建設当初に想

定した利活用が困難な状態になること。 

Ａ～Ｚ、数字 

■ＤＩＤ 
「Densely Inhabited District」の略。人口密

度が 4,000 人/km2 以上の基本単位区が互

いに隣接して人口が 5,000 人以上となる地

区。人口集中地区。 

■ＰＦＩ 
「Private Finance Initiative」の略。公共施

設等の設計、建設、維持管理および運営に

民間の資金やノウハウを活用することにより、

公共サービスの提供を行う事業手法。 

 


